
広報こしがや　令和5年（2023年）1月号2 税・国・介 募　　集お知らせ

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

　国民健康保険税条例の改正に伴い、令和5年
度から課税限度額を下表のとおり変更します。

∫国保年金課保険担当☎963-9146

▶対象：国民健康保険に加入する40歳以上の方
(令和5年3月31日時点)、後期高齢者医療制度に
加入し令和4年度に人間ドックを受診した方
▶助成金額：人間ドックの受診に要した費用で

1万円を限度とし、1人につき一年度に1回
▶申込み：人間ドックを受診後、申請書類を直
接国保年金課へ。申請書類は国保年金課で配布
するほか、市ホームページから印刷できます
＊詳しくは、市ホームページをご覧になるか、
下記へお問い合わせください
∫国保年金課(第二庁舎1階)▷国民健康保険に
加入の方…☎963-9154、▷後期高齢者医療制度
に加入の方…☎963-9170

　国民健康保険または後期高齢者医療制度に加
入し、新型コロナウイルスに感染した自営業者
に、傷病給付金を支給しています。なお令和5
年1月1日以降の感染者は受け取り額が10万円か
ら5万円となり、濃厚接触者は支給の対象外と
なります。支給を受けるには申請が必要です。
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください
∫国保年金課(第二庁舎1階)▷国民健康保険に
加入の方…☎963-9154、▷後期高齢者医療制度
に加入の方…☎963-9170

　インボイスを発行するには、｢適格請求書発
行事業者｣の登録申請が必要です。個人事業者

は、マイナンバーカードとマイナンバーカード
読み取り対応のスマートフォンがあれば、
ホームページから申請できます。
＊詳しくは、ホームぺージをご覧
ください
∫越谷税務署☎965-8111

▶時間：9:00～15:30(8:30以前の来場不可)
▶日程・会場：下表のとおり。市役所での受け
付けは2月16日㈭からの予定です

▶対象：市・県民税の申告対象の方
∫市民税課☎963-9144

国民健康保険税の課税限度額の
変更

新型コロナウイルス感染症によ
る傷病給付金の変更

令和5年度市・県民税の申告
出張受け付け

10月1日からインボイス制度が
始まります

国民健康保険と後期高齢者医療
制度の人間ドック検診料助成

　明けましておめでとうございます。市民の
皆様には健やかに新春をお迎えのことと心か
らお慶び申し上げます。また、長期化する新

型コロナウイルス感染症の感染防止対策にご理解・ご協力を賜ってお
りますことに、厚く御礼申し上げます。
　昨年は、依然として新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない
中ではありましたが、感染防止対策と社会経済活動を維持するため、
ウィズコロナに向けた取り組みが全国的に実施されました。本市で
も、夏には南越谷阿波踊り、秋には市民まつりや産業フェスタなど、
本市の風物詩ともいえるイベントが再開され、少しずつコロナ禍前の
活気を取り戻しつつあります。今後も、より一層地域社会に活気が戻
るよう各施策の充実に努めてまいります。そして、本年8月には、本
庁舎と第二庁舎をつなぐ(仮称)市民協働ゾーンが竣工を迎える予定で
す。この(仮称)市民協働ゾーンが供用開始いたしますと、庁舎が利用
しやすくなりますとともに、1階ロビーを活用したイベントも企画し
てまいりますので、ぜひ多くの皆様にお立ち寄りいただければと思い
ます。
　本年も、市民サービスのさらなる向上を図ることにより、越谷市に
住んでいる方には｢住んでいてよかったまち越谷｣｢住み続けたいまち
越谷｣、そしてこれから住まいを決める方には｢住みたいまち越谷｣と
感じていただけるまちづくりに全力で取り組んでまいりますので、市
民の皆様には、なお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。今年一年の市民の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申
し上げ、年頭のごあいさつといたします。

越谷市長

新たな年を迎えて

　明けましておめでとうございます。市民の
皆様には、お健やかに新春をお迎えのことと
心よりお慶び申し上げます。また、旧年中は

市議会に対しまして深いご理解と温かいご支援を賜り、厚く御礼申し
上げます。
　さて、越谷市議会では、市民に開かれた議会を目指し、議会活性化
に向けた取り組みを進めております。その一環として、昨年11月に第
6回越谷市学生議会を開催いたしました。ご参加いただいた15名の学
生から市政に関するさまざまな質問や提言があり、私たち議員がサ
ポート、答弁を行いました。こうした若者のパワーが、今後のまちづ
くりの原動力となっていくものと期待しております。
　また、少子高齢化や人口減少社会が急速に進展する中で、地方公共
団体は、地域の災害対策や経済活性化の推進などをはじめ、福祉や医
療、教育、環境など、多様な課題に直面しています。限られた財源の
もと、これらに的確に対応し、誰もが安心して暮らせる魅力的なまち
をつくっていくために、市議会として果たすべき役割と責任は、ます
ます重要になるものと考えております。これからも市民の皆様のご意
見やご要望を真摯に受け止めながら、議会の機能を十分に発揮し、本
市の発展に向けて全力で取り組んでまいります。そして、新型コロナ
ウイルス感染症が一刻も早く収束し、より多くの市民の皆様に市議会
を傍聴いただける環境が整うことを願っております。
　本年も市議会に対しまして、なお一層のご理解とご支援をお願い申
し上げますとともに、市民の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申
し上げ、年頭のごあいさつといたします。

越谷市議会議長

新年にあたって

日程
1月31日㈫
2月1日㈬
2月2日㈭
2月3日㈮
2月6日㈪
2月7日㈫
2月8日㈬
・9日㈭
2月10日㈮

会場
川柳・新方地区センター
南越谷・増林地区センター
出羽・大沢地区センター
大相模・北越谷地区センター

桜井地区センター
荻島地区センター

北部市民会館

蒲生地区センター

医療保険

後期高齢者分

介護保険分

合計

改正前

63万円

19万円

17万円

99万円

改正後

65万円

20万円

17万円

102万円

差額

2万円増

1万円増

据え置き

3万円増

令和4年度の市・県民税の年税額に
変更があった方または新たに課税
された方

通知書類名 対象 問合せ

市民税・県民税納税通知書と
納付書(口座振替の方には納税
通知書のみ)

市民税課☎963-9144

発送日

1月6日㈮

市役所から通知書等を送付します

市民税・県民税第4期および国民健康
保険税第8期の納期限は1月31日㈫です

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

三井住友銀行および
三井住友信託銀行での
市税等の取り扱い終了

三井住友銀行および
三井住友信託銀行での
市税等の取り扱い終了
　4月1日㈯から、三井住友銀行および三井
住友信託銀行の窓口で市税等の納付ができ
なくなります。また、三井住友信託銀行は
口座振替の取り扱いも終了するため、利用
している方は別の金融機関への
変更手続きが必要です。口座振
替について詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
∫会計課☎963-9252

しんし

しゅんこう


